
行政書士登録手続のご案内 

山 口 県 行 政 書 士 会 

山口市惣太夫町２番２号 

TEL 083－924－5059 

 

◎ 行政書士登録をされる方で山口県内に事務所を設けられる方は、山口県行政書士会（事務局）に、

登録申請者本人が以下の 登録申請に必要な書類 と 諸費用 を持参して、手続きを行ってください。 

※住民票、身分証明書等を取得される際には、マイナンバーが記載されていない書類 をご提出くだ

さい。（マイナンバーが記載されている場合、書類は取り直しとなりますので、ご注意ください。） 

 

◎登録申請に必要な書類 （各１部） 

１．登録申請書（登録免許税 30,000円の印紙を貼付、消印無効） 

  ①本籍地・住所・事務所の所在地は証明書と同じように記入 

（例）○丁目○番○号・△△△番地 

    ②行政書士以外の類似資格については、開業されている場合のみ記入し、証明書等の写しを添付 

２．履歴書 （写真 2.5㎝×3㎝を貼付） 

○注 別に同じ写真を２枚提出（裏面に氏名、撮影年月日を記入） 

３．住民票 

（本籍地が記載されているもの申請時に発行年月日が３ヶ月を経過していないもの） 

４．行政書士となる資格を有する証明書類（いずれか１部） 

①行政書士試験合格者の方は･･･合格証の写し（原本を確認しますのでご持参ください） 

②弁護士、弁理士、公認会計士、税理士いずれかの資格登録の方は･･･登録事項証明書（原本） 

③行政事務を担当していた者は、公務員職歴証明書。（所属行政機関の証明） 

（②、③については、申請時に発行年月日が３ヶ月を経過していないもの） 

５．誓約書 

①日本行政書士会連合会長に対する誓約（事務所所在地が住所と同じ場合は同上と記入） 

   ②山口県行政書士会に対する誓約 

 ６．承諾書 山口県行政書士政治連盟に対する承諾 

７．本籍地の市区町村長が発行する身分証明書 

   「破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない者である旨」 

の証明を受けたもの（申請時に発行年月日が３ヶ月を経過していないもの） 

８．事務所の位置図 

９．使用承諾書 （事務所が賃貸の場合に必要・別の事務所の使用権を確認できる書類等でも可） 

 

◎登録手数料    ２５，０００円 

◎入 会 金   ２００，０００円 

 

※ 申請手続きにお越しの際は、事前に事務局にご連絡をお願いいたします。また、申請書に押

印されたご印鑑もお持ちください。 



※場合により必要な添付書類及び提示書類 

 ａ）学歴証明書（学歴が高卒以上で行政事務歴が１７年以上２０年未満の場合） 

 ｂ）懲戒免職処分を受けていない旨を証明する証明書 

（公務員歴があり、退職後３年を経過しない場合） 

  ｃ）共同・合同事務所届出（開設する事務所が該当する場合、事務局に様式があります） 

    共同事務所･･･行政書士が複数で、同一室内に事務所を設置する場合 

    合同事務所･･･行政書士が他士業者と、同一室内に事務所を設置する場合 

  ｄ）誓約書 （開設する事務所が該当する場合は、事務局に様式があります） 

[法人等に勤務しており事務所は別の場所に設ける場合] 

[法人等の事務所内に事務所を設ける場合] 

  ｅ）戸籍抄本 

    [職務上、旧姓の使用を希望する場合] 

    [婚姻等の理由により行政書士試験合格時から氏、名若しくは、氏名の変更があった場合] 

    ※上記の他、日本行政書士会連合会会則第４０号第３項に基づき、日行連が必要と認めた場

合には提出を求めることがあります。 

◇登録申請から行政書士名簿への登録まで 

 登録申請を受け付けた当会は、これを日本行政書士会連合会（以下「日行連」という）に進達しま

す。日行連は所定の審査を行い、資格者と認定した者は「行政書士名簿」に登録します。 

◇登録証交付式 

 「行政書士名簿」に登録されると、「登録証」及び「登録証票」が日行連より交付されます。ただし、

当会経由で交付されますので、当会から電話連絡いたします。その際、登録証交付式の日時をお知ら

せします。 

◇登録証を受領するときの必要事項 

 ①「職印」「私印」②「職印届書」「印鑑紙」（登録申請時にお渡しします。） 

③会費の納入 登録された月から会費の納入になります。 

（本会会費年額）６２，４００円 

（【前期】4月～9月分（4/25払）【後期】10月～翌 3月分（10/25払）の２回分割で納入） 

（政連会費年額）３，６００円（4月一括納入） 

⑤物品の購入 行政書士徽章  一個  ４，０００円 

領  収  証  一冊    ６００円 

事  件  簿  一冊    ６００円 

 

◆行政書士法 第３章登録 第６条（登録） 

◆日本行政書士会連合会会則第３９条（行政書士名簿に登録すべき事項等）、第４０条（登録の申請）、

第８１条（行政書士の職印） 

◆行政書士法施行規則 第１条（事務所の表示） 

◆行政書士事務所設置指導基準 

◆事務所の名称に関する指針 


